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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】会計課・出納グループ 

個人情報ファイルの名称 財務会計システム（債権債務者登録事務） 

行政機関等の名称 東かがわ市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
会計課 

個人情報ファイルの利用目的 

公金の収入事務や支払（振込）事務を行うため。 

所得税法に規定された源泉徴収者の情報を税務署等へ報告す

るため。 

記録項目 

１債権債務者登録番号、２債権債務者氏名、３債権債務者カナ、

（４生年月日：源泉対象者の場合）、５郵便番号、６住所、 

７電話番号、（８代表者氏名：法人の場合）、９口座情報（口座

番号等）、（１０生年月日：源泉対象者の場合） 

記録範囲 「口座振替依頼書」を提出した者 

記録情報の収集方法 本人（企業含む）からの提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）東かがわ市総務部総務課 

（所在地）〒769-2792 東かがわ市湊 1847 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 5年 1 月 20 日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】会計課・出納グループ 

個人情報ファイルの名称 財務会計システム（個人番号登録事務） 

行政機関等の名称 東かがわ市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
会計課 

個人情報ファイルの利用目的 
毎年１月に税務署・関係市町村に源泉徴収票や給与支払報告書

の提出時に個人番号の記載を行うため。 

記録項目 

１債権債務者登録番号、２債権債務者氏名、３債権債務者カナ、

（４生年月日：源泉対象者の場合）、５郵便番号、６住所、 

７電話番号、（８代表者氏名：法人の場合）、９口座情報（口座

番号等）、（１０生年月日：源泉対象者の場合）、１１個人番号 

 

※財務会計システム（債権債務者登録事務）で記載した下記の

事項が登録済みであることが入力の必須となっている。 

記録範囲 「マイナンバー確認書」を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）東かがわ市総務部総務課 

（所在地）〒769-2792 東かがわ市湊 1847 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 5年 1 月 20 日
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】会計課・出納グループ 

個人情報ファイルの名称 源泉徴収票／報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書（個人交付用） 

行政機関等の名称 東かがわ市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
会計課 

個人情報ファイルの利用目的 

市からの支払った公金のうち、所得税法に規定する源泉徴収対

象者となる個人の方へ源泉徴収票／報酬、料金、契約金及び賞

金の支払調書を交付。 

記録項目 

【源泉徴収票】１支払を受ける者の住所又は居所、２氏名（フ

リナガ）、３支払種別、４支払金額、５源泉徴収税額、６乙欄

摘要の有無、７生年月日 

【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書】１支払を受ける者

の住所(居所)又は所在地、２氏名、３支払区分、４支払金額、

５源泉徴収税額 

記録範囲 

該当する期間（毎年１月１日～１２月３１日）中に市から支払

った公金のうち、所得税法に規定する源泉徴収対象者となる個

人 

記録情報の収集方法 財務会計システムでの記録、本人からの請求書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）東かがわ市総務部総務課 

（所在地）〒769-2792 東かがわ市湊 1847 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 5年 1 月 20 日
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】会計課・出納グループ 

個人情報ファイルの名称 マイナンバー収受一覧 

行政機関等の名称 東かがわ市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
会計課 

個人情報ファイルの利用目的 

税務署・関係市町村に報告するために収集したマイナンバーの

取得情報をエクセルにまとめたもの。 

マイナンバー登録者をアイウエオ順に整理し、マイナンバーの

二重登録や廃棄処理該当者を検索するため。 

記録項目 

1 マイナンバーを財務会計に入力した日、2 マイナンバー確認

書会計課受付日、3 受付番号、4 カナ、5氏名、6 生年月日、 

7 住所、8 債権債務者番号、9 備考欄、10 源泉徴収票・支払調

書発送の有無（年ごと）、11○年分でのマイナンバーの利用の

有無 

記録範囲 
源泉徴収票・支払調書を送付した者（平成２８年分以降） 

およびマイナンバー確認書提出者 

記録情報の収集方法 本人からの提供、財務会計システムの記録 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）東かがわ市総務部総務課 

（所在地）〒769-2792 東かがわ市湊 1847 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 5年 1 月 20 日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】会計課・出納グループ 
個人情報ファイルの名称 源泉管理システム（Access） 

行政機関等の名称 東かがわ市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
会計課 

個人情報ファイルの利用目的 

財務会計システムより支払者情報や支払金額・源泉徴収税額等

の必要な情報のみをデータ抽出されたもの。 

①個人交付用の源泉徴収票・支払調書の作成 

②税務署・関係市町村への支払金額等の送信用データ（e-Tax、

eL-Tax）の作成 

記録項目 

①【源泉徴収票】１支払を受ける者の住所又は居所、２氏名（フ

リナガ）、３支払種別、４支払金額、５源泉徴収税額、６乙欄

摘要の有無、７生年月日 

【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書】１支払を受ける者の住

所(居所)又は所在地、２氏名、３支払区分、４支払金額、５源

泉徴収税額 

②【源泉徴収票】１支払を受ける者の住所又は居所、２氏名（フ

リナガ）、３支払種別、４支払金額、５源泉徴収税額、６乙欄

摘要の有無、７生年月日、８支払を受ける者の個人番号、９支

払者の個人（法人）番号、１０提出先の市町村コード 等 

【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書】１支払を受ける者の住

所(居所)又は所在地、２氏名、３支払区分、４支払金額、５源

泉徴収税額、６支払を受ける者の個人番号、７支払者の個人（法

人）番号 等 

記録範囲 

該当する期間（毎年１月１日～１２月３１日）中に市から支払

った公金のうち、所得税法に規定する源泉徴収対象者となる個

人 

記録情報の収集方法 財務会計システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）東かがわ市総務部総務課 

（所在地）〒769-2792 東かがわ市湊 1847 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考  

作成日（最終修正日）：令和 5年 1 月 20 日
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】会計課・出納グループ 

個人情報ファイルの名称 
源泉徴収票・支払調書データ（eL-Tax用データ：税務署・関係

市町村提出用）（CSVﾌｧｲﾙ） 

行政機関等の名称 東かがわ市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
会計課 

個人情報ファイルの利用目的 
税務署・関係市町村への支払金額等の送信用電子データ

（e-Tax、eL-Tax 送信） 

記録項目 

【源泉徴収票】１支払を受ける者の住所又は居所、２氏名（フ

リナガ）、３支払種別、４支払金額、５源泉徴収税額、６乙欄

摘要の有無、７生年月日、８支払を受ける者の個人番号、９支

払者の個人（法人）番号、１０提出先の市町村コード 等 

 

【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書】１支払を受ける者の住

所(居所)又は所在地、２氏名、３支払区分、４支払金額、５源

泉徴収税額、６支払を受ける者の個人番号、７支払者の個人（法

人）番号 等 

記録範囲 

該当する期間（毎年１月１日～１２月３１日）中に市から支払

った公金のうち、所得税法に規定する源泉徴収対象者となる個

人 

記録情報の収集方法 財務会計システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）東かがわ市総務部総務課 

（所在地）〒769-2792 東かがわ市湊 1847 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 5年 1 月 20 日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】会計課・出納グループ 

個人情報ファイルの名称 
個人明細プルーフリスト（源泉徴収簿：個人別） 

（PDF:１年分ごとに作成） 

行政機関等の名称 東かがわ市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
会計課 

個人情報ファイルの利用目的 
源泉徴収票と報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について、

個人に支払内容を表示する。 

記録項目 

1 帳票区分（源泉徴収票／支払調書）、2支払日、3伝票番号、 

4 内訳番号、5支払所属、6摘要（支払内容）、7支払金額、8所

得税額、9 非課税額、10 課税対象額、11 対象者情報（氏名、住

所、生年月日） 

記録範囲 

該当する期間（毎年１月１日～１２月３１日）中に市から支払

った公金のうち、所得税法に規定する源泉徴収対象者となる個

人 

記録情報の収集方法 財務会計システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）東かがわ市総務部総務課 

（所在地）〒769-2792 東かがわ市湊 1847 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 5年 1 月 20 日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】会計課・出納グループ 

個人情報ファイルの名称 
給与所得等の源泉徴収票関係／報酬、料金、契約金及び賞金の

支払調書関係綴り（紙帳票） 

行政機関等の名称 東かがわ市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
会計課 

個人情報ファイルの利用目的 

１年分の源泉徴収票と報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

に関係する書類をまとめたファイル。 

税務署等への法定調書の提出内容（該当者、根拠資料等）、決

裁文書を一つのファイルにまとめて管理。 

記録項目 

１源泉徴収票・支払調書 対象者一覧（○年分）（債権者コー

ド、対象者氏名、住所、帳票区分、源泉徴収票支払金額と源泉

徴収金額、支払調書支払金額と源泉徴収金額）、 

２不動産の使用料等の該当者一覧（支払年度、伝票 NO、支払元

所属名称、対象者氏名、住所、金額、支払日、摘要（支払内容））、 

３水門管理人への支払明細書（氏名、住所、支払金額） 

※個人情報に関わる部分のみ記載。 

記録範囲 

該当する期間（毎年１月１日～１２月３１日）中に市から支払

った公金のうち、所得税法に規定する源泉徴収対象者となる個

人 

記録情報の収集方法 財務会計システム、支払伝票 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）東かがわ市総務部総務課 

（所在地）〒769-2792 東かがわ市湊 1847 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考  

作成日（最終修正日）：令和 5年 1 月 20 日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】会計課・出納グループ 

個人情報ファイルの名称 
源泉用、不動産の使用料および賃借料確認用抽出データ

（CSV,EXCEL） 

行政機関等の名称 東かがわ市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
会計課 

個人情報ファイルの利用目的 

所得税法に規定されている不動産の使用料等の支払該当者を 

財務会計システムで自動抽出方法できないため。 

関係データを抽出した上で、職員が該当の有無を判断するため

に使用する。 

記録項目 

１支払年度、２伝票 NO、３支払元所属名称、４支払費目（会計、

款、項、目、細目、節、細節）、５氏名、６住所、７支払金額、

８支払日、９摘要（支払内容）、１０債権債務者コード 

記録範囲 

財務会計システムに記録された支払データのうち、該当する期

間（毎年１月１日～１２月３１日）中に市から支払った公金の

うち、節が(報償費)、(委託料）(使用料及び賃借料）のデータ

【参考：１年分の抽出データ件数 約 6,000 件以上】 

記録情報の収集方法 財務会計システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）東かがわ市総務部総務課 

（所在地）〒769-2792 東かがわ市湊 1847 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和 5年 1 月 20 日 



10 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】会計課・出納グループ 

個人情報ファイルの名称 振込（一般会計、各特別会計、歳計外）データ（ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ） 

行政機関等の名称 東かがわ市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
会計課 

個人情報ファイルの利用目的 公金の支払いを口座振込で行うため 

記録項目 

１振込先金融機関名とコード、２振込先金融機関支店名とコー

ド、３振込種別、４振込先口座番号、５振込先名義、６振込金

額、７振込依頼先金融機関名とコードと支店名と支店コード、

８振込元名称（例：ヒカガワシギカイジ） 

記録範囲 市に対する債権債務者からの請求書 

記録情報の収集方法 市に対する債権債務者、その代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）東かがわ市総務部総務課 

（所在地）〒769-2792 東かがわ市湊 1847 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
財務会計システムより振込データを作成。 

作成日（最終修正日）：令和 5年 1 月 20 日 


